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道路除雪機械賃貸借 仕様書

この仕様書は，道路除雪機械賃貸借に適用するもので，納入機械は下記に定める性

能，諸元，各部構造その他を満足するほか，道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐

久性，信頼性と良好な操縦性能を有するものとする。

記

１.賃貸借物件

（１） 4.1ｍ級 除雪グレーダ N= １台

（２） 8.0ｔ級 除雪ドーザ N= ９台

（３）11.0ｔ級 除雪ドーザ N= １台

（４） 0.5 ㎥級 トラクタショベル N= ５台

（５） 0.6 ㎥級 トラクタショベル N= ３台

（６） 0.8 ㎥級 トラクタショベル N= １台

（７） 1.3 ㎥級 トラクタショベル N=１５台

（８） 2.0 ㎥級 トラクタショベル N= １台

２.性能

（１）共通事項

・照明ライト付き

・エアコン付き

・回転灯（黄色）付き

・全輪タイヤチェーン、バンド付き

・除雪標識板（300mm×575mm）車体後部取付

・特殊ナンバー登録車（車検付）

※小型機械については、小型特殊ナンバー登録車

・賃貸借期間中任意保険加入車（対人無制限・対物 1,000 万円以上）

（２）除雪ドーザ

・排土板油圧式アングリングプラウ仕様

（３）トラクタショベル

・除雪用バケット仕様

３.排ガス基準

・特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準適合車
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４.騒音指定

・97 国土交通省指定低騒音型建設機械

５.賃貸借期間

・令和７年１２月１日～令和８年２月２８日まで３カ月間

６.納入場所

・能美市除雪ステーション（能美市寺井町ロ 56 番地 1）

７.保守体制

・修理等トラブル発生時，24時間体制(土日・祝日含む)で対応すること。

・保守対応及び緊急連絡先を提出すること。

８.支払条件

・年３回（１月～３月末）

９.その他

・台数については，発注時点での見込みであり，今後の調整により台数が増

減した場合は，変更契約を行う。

・タイヤチェーンについては取付費用を含む。

・納期については、賃貸借期間の開始１週間前に納入場所へ搬入する。ま

た、搬出については賃貸借期間の終了後１週間以内に行うこと。

・この仕様書に明記されていない事項については，賃借人（能美市）と賃貸

人が協議のうえ決定するものとする。


